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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線チャネルを介して第２の通信デバイスから制御情報及びデータを受信する、第１の
通信デバイスにおける方法であって、
　前記無線チャネルを介してサブフレームの少なくとも一部を受信する工程と、
　前記サブフレームが、前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てが
されたサブフレームであるか否かを検出する工程と、
　前記サブフレームが前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てがさ
れたサブフレームである場合に、当該サブフレームに関連付けられたインジケータを解析
することにより、当該サブフレームの前に前記第２の通信デバイスから送信されたデータ
についての少なくとも１つのダウンリンクリソース割り当てが、見逃されているか否かを
判定する工程とを含み、
　前記インジケータは、前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てが
された、前のダウンリンクサブフレームについての情報を与える
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記受信する工程は、複数のサブフレームを受信することをさらに含み、
　前記検出する工程は、前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てが
された複数のサブフレームを検出することを含み、
　前記方法はさらに、
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　前記検出されるサブフレームを複数受信したことに応答して、単一のバンドルＡＣＫ／
ＮＡＫフィードバックメッセージへとバンドルされるＡＣＫ／ＮＡＫ受信フィードバック
を生成する工程と、
　前記単一のバンドルＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージを、前記第１の通信デバ
イス向けのダウンリンクリソース割り当てがされた最後に受信され検出されたサブフレー
ムと関連付けられたアップリンクリソースであって、前記複数のダウンリンクサブフレー
ムと関連付けられた当該アップリンクリソースにおいて送信する工程と、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　見逃されたと判定されたダウンリンクリソース割り当てがない場合に実行され、少なく
とも１つのダウンリンクリソース割り当てが見逃されたと判定された場合にはフィードバ
ックは送信されないことを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記インジケータは、前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てが
された前記複数のサブフレームの番号（例えば序数、累積数、及び／又は類似のもの）を
示すことを特徴とする、請求項１乃至３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記インジケータは、
　前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てがされた、前のサブフレ
ームの数を示し、
　数的指示（例えば一連番号及び／又は類似のもの）を示す少なくとも１ビットを含む
　ことを特徴とする、請求項１乃至４の何れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記インジケータは、制御チャネル上の前記ダウンリンクリソース割り当ての一部とし
て構成されることを特徴とする、請求項１乃至５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記インジケータは、
　前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てがされた、前のサブフレ
ームの数を示し、
　物理ダウンリンクチャネル（ＰＤＣＨ）（例えば物理ダウンリンク共用チャネル（ＰＤ
ＳＣＨ）、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、及び／又は類似のもの）上で
割り当てられたサブフレームについての、巡回冗長検査（ＣＲＣ）を生成するために用い
られる多項式を含み、
　前記第１の通信デバイスは、前記データ又は制御情報を復号する間に、前記多項式を取
得することを特徴とする、請求項１乃至６の何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記インジケータは、
　前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てがされた、前のサブフレ
ームの数を示し、
　物理ダウンリンクチャネル（ＰＤＣＨ）（例えば物理ダウンリンク共用チャネル（ＰＤ
ＳＣＨ）、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、及び／又は類似のもの）上で
割り当てられたサブフレームについての多項式を用いて生成された巡回冗長検査（ＣＲＣ
）の、スクランブル／マスクから生成された巡回冗長検査値を含み、
　前記スクランブル／マスクは、前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割
り当てがされた、前のサブフレームの数に依存し、
　前記第１の通信デバイスは、前記データ又は制御情報の復号により、前記インジケータ
を取得することを特徴とする、請求項１乃至６の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　ダウンリンクリソース割り当てが見逃されているか否かを判定する前記工程は、前記イ
ンジケータを、当該インジケータの予想値と比較することを含むことを特徴とする、請求
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項１乃至８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　ダウンリンクリソース割り当てが見逃されているか否かを判定する前記工程は、前記第
１の通信向けのダウンリンク割り当てがされた複数のサブフレームのバンドリングウイン
ドウ内の少なくとも最後のサブフレームについて、又はそれぞれのサブフレームの後に、
行われることを特徴とする、請求項１乃至９の何れか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の通信デバイスは、前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り
当てがされたサブフレームを見逃したことが検出された場合、バンドリングウインドウ内
のさらなるサブフレームの復号を中止することと受信を中止することとの少なくとも一方
を行うことを特徴とする、請求項１乃至１０の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　無線チャネルを介して、第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てがさ
れたサブフレーム内で、当該第１の通信デバイスへと制御情報及びデータを送信する第２
の通信デバイスにおける方法であって、
　前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てがされた、前のダウンリ
ンクサブフレームについての情報を与えるインジケータを、前記サブフレームに付加する
工程と、
　前記サブフレームを用いて、前記第１の通信デバイスへと前記制御情報及びデータを送
信する工程と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記第２の通信デバイスは、バンドリングウインドウを構成する複数のダウンリンクサ
ブフレームを、前記第１の通信デバイスに割り当て、
　前記複数のダウンリンクサブフレームについての受信フィードバックは、前記第１の通
信デバイスにおいて、単一のＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージへとバンドルされ
るように構成され、
　前記方法はさらに、前記単一のＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージによる受信フ
ィードバックのために、前記複数の割り当てられたダウンリンクサブフレームに対して割
り当てられたアップリンクサブフレームのアップリンクリソースをチェックすることによ
り、前記制御情報又はデータが受信されているか否かを判定する工程を含み、
　第１のアップリンクリソースは、前記複数の割り当てられたダウンリンクサブフレーム
のうち、最後に割り当てられたダウンリンクサブレームに関連することを特徴とする、請
求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記最後に割り当てられたダウンリンクサブフレームのアップリンクリソースが受信フ
ィードバックを含まない場合、前記単一のＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージにつ
いて前記最後に割り当てられたダウンリンクサブフレームの前に割り当てられたダウンリ
ンクサブフレームに関連する第２のアップリンクリソースをチェックすることを特徴とす
る、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記アップリンクリソースにおいて単一のＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージが
全く検出されない場合、少なくとも１つのダウンリンクリソース割り当てが見逃されたこ
とが判定されることを特徴とする、請求項１３又は１４に記載の方法。
【請求項１６】
　無線チャネルを介して、第２の通信デバイスから制御情報及びデータを受信する第１の
通信デバイス（１０）であって、
　無線フレームのサブフレームを受信するように構成された受信装置（１０３）と、
　前記サブフレームが、前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てが
されたサブフレームであるか否かを判定するように構成された制御ユニット（１０１）と
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、
　を備え、
　前記制御ユニット（１０１）は、前記サブフレームが前記第１の通信デバイス向けのダ
ウンリンクリソース割り当てがされたサブフレームである場合に、当該サブフレームに関
連付けられたインジケータを解析することにより、当該サブフレームの前に前記第２の通
信デバイスにおいてスケジュールされ前記第２の通信デバイスから送信された、データに
ついての何れかのダウンリンク割り当てが、見逃されていないか否かを判定するようにさ
らに構成されており、
　前記インジケータは、前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てを
有する、前のサブフレームについての情報を与えるように構成されていることを特徴とす
る、通信デバイス。
【請求項１７】
　無線チャネルを介して、無線フレームのうち、第１の通信デバイス向けのダウンリンク
リソース割り当てがされたサブフレームを用いて、当該第１の通信デバイスへと制御情報
及びデータを送信する第２の通信デバイス（２０）であって、
　前記第２の通信デバイスは、
　前記第１の通信デバイス向けのダウンリンクリソース割り当てがされた、前のサブフレ
ームについての情報を、制御情報内で前記第１の通信デバイスへと与えるように構成され
たインジケータを、前記サブフレームに付加するように構成された制御ユニット（２０１
）と、
　前記サブフレームを用いて、前記第１の通信デバイスへと前記制御情報及びデータを送
信するように構成された送信装置（２０５）と、
　を備えることを特徴とする通信デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークにおける方法およびデバイスに関する。特に本発明は、ダ
ウンリンク割り当て見逃しの検出および処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰで定められた無線アクセスに関するＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）の重要な要件は、無線リンクを通じた無線基地局と移動端末との間の伝送に関
する周波数の柔軟性である。このために、周波数分割複信（ＦＤＤ）と時分割複信（ＴＤ
Ｄ）の両方に見られるように、１．４ＭＨｚから２０ＭＨｚまでの間のキャリア帯域幅を
サポートしており、対になっている（ペアード）周波数スペクトラムと、対になっていな
い（アンペアード）周波数スペクトラムとの双方を使用し得る。ＦＤＤに関しては、ダウ
ンリンク（ＤＬ）すなわち基地局から移動端末へのリンクと、アップリンク（ＵＬ）すな
わち移動端末から基地局へのリンクとは、異なる周波数いわゆる「ペアード周波数スペク
トラム」を使用しており、それ故、同時に送信し得る。ＴＤＤに関しては、アップリンク
およびダウンリンクは、同じ周波数である「アンペアード周波数スペクトラム」を使用し
ており、同時に送信できない。しかし、アップリンクおよびダウンリンクとは柔軟なやり
方で時間を共有することができ、アップリンクおよびダウンリンクに無線フレームのサブ
フレーム数などの時間量を異なって割り当てることによって、アップリンクとダウンリン
クとにおける非対称なトラフィックとリソースの必要性と適応することが可能である。
【０００３】
　上記の非対称性はまた、ＦＤＤとＴＤＤとの間に大幅な違いももたらす。ＬＴＥでは、
時間が継続期間１０ｍｓの無線フレームに構造化され、各無線フレームは各１ｍｓの１０
のサブフレームにさらに分割されている。ＦＤＤに関しては、１つの無線フレームの期間
中に同数のアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームとが使用できるのに対
して、ＴＤＤに関しては、アップリンクとダウンリンクのサブフレーム数は異なってもよ
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い。このことからの多くの帰結のうちの１つが、ＦＤＤでは、移動端末が、データパケッ
トに応えてアップリンクサブフレーム中で常に、ある種の固定的処理遅延の影響を受ける
フィードバックを送信し得ることである。言い換えると、フィードバック生成に関して、
あらゆるダウンリンクサブフレームは、関係が１対１であるやり方で、すなわち、各アッ
プリンクサブフレームに正確に１つのダウンリンクサブフレームが関係するように、特定
の後のアップリンクサブフレームに関係しうる。しかしＴＤＤに関しては、無線フレーム
期間中のアップリンクとダウンリンクのサブフレーム数が異なってもよいので、そのよう
な１対１の関係を構築することは一般に可能でない。アップリンクサブフレームよりダウ
ンリンクサブフレームが多い通常の場合に関しては、むしろ、いくつかのダウンリンクサ
ブフレームからのフィードバックを少なくとも１つのアップリンクサブフレームの中で送
信することを必要とする。
【０００４】
　Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）では、継続期間１０ｍｓの無線フレームが１０のサブフレームに
分割されており、各サブフレームは１ｍｓの長さである。ＴＤＤの場合、サブフレームは
、以下に説明する特殊サブフレームか、またはアップリンクもしくはダウンリンクに割り
当てられている、すなわちアップリンク送信とダウンリンク送信とを同時に行うことはで
きない。さらに、１０ｍｓの無線フレームのそれぞれは、継続期間５ｍｓの２つのハーフ
フレームに分割されており、各ハーフフレームは５つのサブフレームから成る。
【０００５】
　無線フレームの１番目のサブフレームは、常にダウンリンク送信に割り当てられている
。２番目のサブフレームは、特殊サブフレームであり、合計期間が１ｍｓの３つの特別の
フィールドであるダウンリンク部ＤｗＰＴＳ、ガード期間（ＧＰ）およびアップリンク部
ＵｐＰＴＳに分けられている。
【０００６】
　ＵｐＰＴＳは、構成によってはアップリンクにおけるサウンディング基準信号の送信に
使用され、構成によってはより短いランダムアクセスプリアンブルの受信に使用される。
ＵｐＰＴＳでは、データも制御シグナリングも送信できない。
【０００７】
　ＧＰは、ダウンリンクサブフレーム期間とアップリンクサブフレーム期間との間にガー
ド期間を作るために使用され、アップリンク送信とダウンリンク送信との間の干渉を避け
るために様々な長さを取れるように構成されてもよい。長さは、サポートしているセル半
径に基づき通常選択される。
【０００８】
　ＤｗＰＴＳは、他のダウンリンクサブフレームと同様にダウンリンク送信に使用される
が、大きな違いは期間が短いことである。
【０００９】
　残りのサブフレームのアップリンク送信およびダウンリンク送信への割り当てに関して
、異なるやり方がサポートされており、１番目のハーフフレームと２番目のハーフフレー
ムが全く同じ構造を有する５ｍｓ周期の割り当てと、ハーフフレームが異なって編成され
る１０ｍｓ周期の割り当ての両方がある。特定の構成に関しては、２番目のハーフフレー
ムの全部がダウンリンク送信に割り当てられる。５ｍｓ周期の場合は、ダウンリンクとア
ップリンクの比は、（ＤｗＰＴＳを通常のフルダウンリンクサブフレームと見なして）例
えば２／３、３／２、４／１等でもよい。１０ｍｓ周期の場合は、ダウンリンクとアップ
リンクの比は、例えば５／５、７／３、８／２、９／１等でもよい。
【００１０】
　Ｅ－ＵＴＲＡのダウンリンクでは、１５ｋＨｚのサブキャリア間隔を有する直交周波数
分割多重化（ＯＦＤＭ）が使用されている。設定されたサイクリックプレフィックス長に
応じて、１ｍｓのサブフレームは、時間内に１２または１４のＯＦＤＭシンボルを有する
。また、サブフレームの半分、すなわちスロットに、周波数領域の１２の連続するサブキ
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ャリアを掛けたもの、の内のすべてのＯＦＤＭシンボルの２次元構造に言及するために、
リソースブロックという用語が使用される。特殊サブフレームのダウンリンク部（ＤｗＰ
ＴＳ）は期間が可変であり、通常のサイクリックプレフィックスの場合は３、９、１０、
１１または１２のＯＦＤＭシンボル長を取るものと想定でき、拡張サイクリックプレフィ
ックスの場合は３、８、９または１０のＯＦＤＭシンボル長を取るものと想定できる。
【００１１】
　Ｅ－ＵＴＲＡのアップリンクでは、離散フーリエ変換（ＤＦＴ）事前符号化(pre-coded
)ＯＦＤＭとも呼ばれる、シングルキャリア周波数分割多元接続ＳＣ－ＦＤＭＡが使用さ
れている。サブキャリア間隔、サイクリックプレフィックス長およびＯＦＤＭシンボル数
に関して、基礎をなす２次元（時間および周波数）の算術(numerology)は同じである。大
きな違いは、あるＯＦＤＭシンボルで送信される変調データシンボルがＤＦＴで変換され
、ＤＦＴの出力がサブキャリアにマッピングされることである。
【００１２】
　ダウンリンク方向とアップリンク方向の両方向の送信性能を改善するために、ＬＴＥは
、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）を使用する。ダウンリンク送信に関するこのメ
カニズムの機能について、以下に説明する。
【００１３】
　ＨＡＲＱの基本概念は、端末が、ダウンリンクサブフレーム（の一部）でデータを受信
後、その復号を試み、次いで復号が成功（ＡＣＫ、肯定応答）かそれとも不成功（ＮＡＫ
、否定応答）かを基地局に報告するものである。復号の試みが不成功の場合は、それ故、
基地局が後のアップリンクサブフレームでＮＡＫを受信し、誤って受信されたデータに関
して再送信し得る。
【００１４】
　ダウンリンク送信は、動的にスケジュールされてもよい、すなわち、各ダウンリンクサ
ブフレームにおいて、基地局は、どの端末が現在のダウンリンクサブフレームの中のどの
リソースでデータを受信すべきかについての制御情報を送信する。端末へのそのような制
御情報メッセージは、ダウンリンク割り当てと呼ばれる。従って、ダウンリンク割り当て
には、割り当てがどの端末向けであるかの情報に加えて、意図した端末へデータが、例え
ばいくつおよびどのリソースブロックなどの、どのリソースで送信されるかについての情
報、および以降のデータを復号するために端末が必要とする変調符号化スキームなどの情
報も含む。ここでリソースは、リソースブロックのセットを備える。この制御シグナリン
グは、各サブフレームの最初の１、２、３または４のＯＦＤＭシンボルで送信され、デー
タはサブフレームの残りの部分で送信される。１つのダウンリンクサブフレームの中で端
末に送信されるデータはトランスポートブロックと呼ばれ、その伝送に応えてＡＣＫ／Ｎ
ＡＫが送信される。
【００１５】
　従って、端末は、ダウンリンクサブフレームの中の制御チャネルを聴取し、自端末宛て
のダウンリンク割り当てを検出した場合、以降のデータの復号を試みる。端末はまた、送
信に応えて、データトランスポートブロックが正しく復号されたか否かに応じて、ＡＣＫ
またはＮＡＫの形態のフィードバックを生成する。さらに、基地局が割り当てを送信した
制御チャネルリソースから、端末は、対応するアップリンク制御チャネルリソースを決定
し得る。従って、ダウンリンク制御チャネルはアップリンクチャネルリソースに関連付け
られており、ダウンリンク制御チャネルで、ダウンリンク割り当てが送信されてもよい。
各ＤＬサブフレームでは、いくつかの制御チャネルが送信されてもよく、従って幾人かの
ユーザがアップリンクおよびダウンリンクにデータを割り当てられてもよい。また、ＵＥ
はいくつかの制御チャネルを聴取してもよい。
【００１６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮのＦＤＤに関して、端末は、サブフレームｎでのダウンリンク割り当て
の検出に対応して、サブフレームｎで端末に送信されたトランスポートブロックの復号を
試み、アップリンクサブフレームｎ＋４でＡＣＫ／ＮＡＫ報告を送信する。いわゆるＭＩ
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ＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）マルチレイヤ
送信の場合に関しては、２つのトランスポートブロックが１つのダウンリンクサブフレー
ムで送信され、端末は、対応するアップリンクサブフレームの中の２つのＡＣＫ／ＮＡＫ
報告で応答する。
【００１７】
　端末へのリソースの割り当ては、スケジューラが処理し、スケジューラは、リソースを
効率的に使用する一方で遅延および伝送速度の要件も満足するように、トラフィックおよ
び無線状態を考慮する。スケジューリングおよび制御シグナリングは、サブフレーム毎に
行われてもよい。通常、各ダウンリンクサブフレームは、他と無関係にスケジュールされ
る。
【００１８】
　前述のように、端末が基地局からのダウンリンクサブフレームの中でデータを受信する
最初のステップは、ダウンリンクサブフレームの制御フィールドの中でダウンリンク割り
当てを検出することである。基地局がそのような割り当てを送信したが端末がその復号に
失敗した場合、端末はスケジュールされたことを知ることが当然できず、従ってアップリ
ンクにおいてＡＣＫ／ＮＡＫで応答しないであろう。この状況は、ダウンリンク割り当て
見逃し(missed downlink assignment)と呼ばれる。ＡＣＫ／ＮＡＫ応答のないことが基地
局で検出され得る場合、基地局は、このことを以降の再送信で考慮し得る。通常、基地局
は少なくとも見逃されたパケットを再送信すべきであるが、他の送信パラメータの調整を
してもよい。
【００１９】
　ダウンリンク割り当てはダウンリンクサブフレームの全部について他と無関係に行われ
てもよいので、端末は、単一のアップリンクサブフレームで全部が確認応答される複数の
ダウンリンクサブフレームでの、ダウンリンク送信を割り当てられることがある。従って
、複数のＤＬサブフレームでのダウンリンク送信に対する、所与の単一のアップリンクサ
ブフレームでの端末からのＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックを、アップリンク制御シグナリ
ングは何らかのやり方でサポートする必要がある。
【００２０】
　１つのやり方は、１つのアップリンクサブフレームにおいて、複数の（各ダウンリンク
サブフレームにおける各ダウンリンク送信に対する）個別のＡＣＫ／ＮＡＫビットを端末
が送信することを可能にすることである。しかし、このようなプロトコルは、１つかまた
は２つのＡＣＫ／ＮＡＫ報告の送信よりカバレッジ(coverage)が悪い。制御シグナリング
のカバレッジおよび容量を改善するために、ＡＣＫ／ＮＡＫを何らかの形態で圧縮または
バンドリングすることが可能であり、これはＡＣＫ／ＮＡＫバンドリングと呼ばれる。こ
のことは、所与のアップリンクサブフレームで送信されるすべてのＡＣＫ／ＮＡＫが、単
一のＡＣＫ／ＮＡＫ報告のような、より少ないビット数へと併合されることを意味する。
一例として、すべてのダウンリンクサブフレームのトランスポートブロックが正しく受信
され、それ故、肯定応答される場合だけ、端末はＡＣＫを送信し得る。あらゆる他の場合
には、すべてのダウンリンクサブフレームに対する連結ＮＡＫが送信され、これは少なく
とも１つのダウンリンクサブフレームに対してＮＡＫが送信されることを意味する。上述
のように、ＦＤＤにおけるように単一のサブフレームが関連付けられるのではなく、ＴＤ
Ｄにおいては、各アップリンクサブフレームに対して、ダウンリンクサブフレームのセッ
トが関連付けられてもよく、サブフレームのセットについてのダウンリンク送信に対して
は、所与のアップリンクサブフレームにおいてＡＣＫ／ＮＡＫ応答が与えられるだろう。
バンドリングとの関連で、このセットは、バンドリングウインドウと呼ばれることが多い
。
【００２１】
　バンドリングの別の利点は、ＴＤＤのアップリンク／ダウンリンクの非対称性に関係な
く、バンドリングが、ＦＤＤについてのものと同じ制御チャネルシグナリングフォーマッ
トを再使用すること可能にすることである。欠点は、ダウンリンク効率の恐らく少しの低
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下である。基地局がＮＡＫを受信した場合、基地局は、いくつおよびどのダウンリンクサ
ブフレームが誤って受信され、どれが正しく受信されたかを知ることができない。従って
、基地局は、それらすべてを再送信する必要があるかもしれない。
【００２２】
　ＡＣＫ／ＮＡＫバンドリングの問題は、端末がダウンリンク割り当てを見逃がすかもし
れず、見逃したことがバンドルされた応答の中で示されないかもしれないことである。例
として、以下のように仮定する。端末が、連続する２つのダウンリンクサブフレームにス
ケジュールされている。１番目のサブフレームに関しては、端末がスケジューリングを行
うダウンリンク割り当てを見逃し、スケジュールされていたことに気付かないのに対して
、２番目のサブフレームに関しては、端末が首尾よくデータを受信する。その結果、端末
はＡＣＫを送信し、そのＡＣＫを、端末が気付かなかったサブフレームの中のデータを含
む両方のサブフレームを保持するものと、基地局は見なすであろう。その結果、データが
失われるであろう。紛失データはより高位レイヤのプロトコルで処理される必要があり、
これは通常ＨＡＲＱ再送より長い時間がかかり、より効率が悪い。実際のところ、端末が
所与のアップリンクサブフレームに関連付けられたバンドリングウインドウ中で送信され
たダウンリンク割り当てをすべて見逃した場合に限り、端末は、そのアップリンクサブフ
レームでＡＣＫ／ＮＡＫを少しも送信しないであろう。
【００２３】
　従って、見逃がされたダウンリンク割り当ては、一般により高位レイヤのプロトコルで
訂正する必要があるブロックエラーになり、スループットおよびレイテンシに関する性能
に悪影響を及ぼす。また、遅延の増加は、ＴＣＰベースのアプリケーションとの望ましく
ない相互作用をもたらすことがある。
【発明の概要】
【００２４】
　それ故、本明細書の実施形態の目的は、ダウンリンク割り当て見逃しを処理することお
よび／またはダウンリンク割り当て見逃しを検出可能にすることである。このことは、請
求項１、１５、２８、２９に従う方法及びデバイスを提供することにより達成される。
【００２５】
　本明細書の実施形態は、第２の通信デバイスから無線チャネルを通じて制御情報および
データを受信する第１の通信デバイスにおける方法を開示する。第１の通信デバイスは、
無線チャネルを介してサブフレームの少なくとも一部を受信し、そのサブフレームが第１
の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされたサブフレームかどうかを検出する。
【００２６】
　ダウンリンク割り当てがされたサブフレームである場合、第１の通信デバイスは、その
サブフレームに関連付けられたインジケータを分析することによって、そのサブフレーム
の前に第２の通信デバイスから送信されたデータに対する少なくとも１つのダウンリンク
割り当てが見逃がされているかどうかを判定する。インジケータは、第１の通信デバイス
向けのダウンリンク割り当てがされた前のダウンリンクサブフレームについての知識を提
供する、例えば、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた、前のサブフ
レーム数を示す情報を提供する。さらに、第１の通信デバイスは、サブフレーム内のデー
タの復号もしてもよいが、第１の通信デバイスが、前のサブフレームを見逃している（ま
たは、前のサブフレームの復号に失敗した）ことを検出した場合、第１の通信デバイスは
、生成される応答がＮＡＫであるか、または全く応答しない、つまり不連続送信ＤＴＸで
あることを知っているので、復号を試みる必要がなくてもよい。
【００２７】
　この方法を実行するために、第１の通信デバイスは、第２の通信デバイスから無線チャ
ネルを通じて制御情報およびデータを受信するように提供される。第１の通信デバイスは
、無線フレームのサブフレームを受信するように構成された受信装置１０３と、サブフレ
ームが第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされたサブフレームかどうかを
判定するように構成された制御ユニット１０１とを備える。
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【００２８】
　サブフレームが第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされたサブフレーム
である場合、制御ユニット１０１は、そのサブフレームに関連付けられたインジケータを
分析することによって、そのサブフレームの前に第２の通信デバイスでスケジュールされ
て、送信されたデータに対するダウンリンク割り当てが見逃されているかどうかを判定す
るようにさらに構成される。インジケータは、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割
り当てがされた、前のサブフレームについての知識を提供するように構成される。
【００２９】
　いくつかの実施形態は、無線チャネルを通じて第１の通信デバイスに、第１の通信デバ
イス向けのダウンリンク割り当てがされたサブフレームで制御情報およびデータを送信す
る第２の通信デバイスにおける方法を開示する。
【００３０】
　第２の通信デバイスは、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた、前
のサブフレームについての知識を提供するインジケータをサブフレームの制御情報に付加
し、そのサブフレームを用いて制御情報およびデータを第１の通信デバイスに送信する。
【００３１】
　この方法を実行するために、第２の通信デバイスは、無線チャネルを通じて第１の通信
デバイスに、無線フレームの第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされたサ
ブフレームを用いて制御情報およびデータを送信するように提供される。第２の通信デバ
イスは、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた、前のサブフレームに
ついての知識を提供するように構成されたインジケータをサブフレームの制御情報に付加
するように構成された制御ユニットと、第１の通信デバイスにそのサブフレームを用いて
制御情報およびデータを送信するように構成された送信装置とを備える。
【００３２】
　例えば（移動）端末などの第１の通信デバイスが、バンドリングウインドウと呼ばれる
、同じアップリンクサブフレームに関連付けられたダウンリンクサブフレームのセット内
で送信されたダウンリンク割り当てを見逃した場合、各ダウンリンクサブフレームの中で
伝達されたダウンリンク割り当てには、バンドリングウインドウ内の、前のサブフレーム
の割り当てについての知識を備えるので、第１の通信デバイスはこのことに気が付く、す
なわち、ダウンリンク割り当ての見逃しの検出が改善される。また、いくつかの実施形態
において、端末が割り当てを検出した最後のサブフレームと関連付けられた制御チャネル
リソースを選択する場合、端末は、１つの見方によれば、最後に受信したＤＬサブフレー
ムがどれかを基地局に伝えるであろう。このようにすれば、例えば基地局などの第２の通
信デバイスは、端末が割り当てを見逃したかどうかを最終的に検出し得る。これは、端末
が「間違った」リソース、すなわち基地局が知っている、割り当てがされた最後のサブフ
レームと関係のないリソースを使用するからである。実施形態は、ダウンリンク割り当て
が見逃された場合に、送信が首尾よく受信されたと肯定応答される確率を下げる。
【００３３】
　実施形態について、これより添付の図面に関してより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】Ｅ－ＵＴＲＡＮにおけるハーフ無線フレームを示す図である。
【図２】５ｍｓ周期を使用する構成を有する無線フレームの例を示す図である。
【図３】１０ｍｓ周期を使用する構成を有する無線フレームの例を示す図である。
【図４】複数のダウンリンクサブフレームをＡＣＫ／ＮＡＫフィードバック用の単一のア
ップリンクサブフレームに関連付ける一例を示す図である。
【図５】無線通信システムの概観図である。
【図６】バンドリングウインドウがどのように定められてもよいかの一例として、異なる
アップリンク（ＵＬ）：ダウンリンク（ＤＬ）割り当てを示す図である。
【図７】割り当てられたダウンリンクサブフレームおよび前に割り当てられたＤＬサブフ
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レームについての知識のシグナリングの例を示す図である。
【図８】様々な割り当てに対するダウンリンク割り当ての検出の例を示す図である。
【図９】シグナリングスキームと方法スキームとを合成した概観図である。
【図１０】第２の通信デバイスにおける方法の概観図である。
【図１１】第２の通信デバイスの概観図である。
【図１２】第１の通信デバイスにおける方法の概観図である。
【図１３】第１の通信デバイスの概観図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　簡単に述べると、本解決手段は、以下のように要約されてもよい。ｅＮｏｄｅＢと、Ｎ
ｏｄｅＢと、同種のものとのうちの少なくとも１つであるような基地局が、バンドリング
ウインドウに含まれるデータパケットを移動端末に送信する時に、同時に、バンドリング
ウインドウ内のサブフレームであって移動端末への送信がスケジュールされていた、前の
サブフレームについての知識すなわち情報を、移動端末と同種のものとのうちの少なくと
も１つであるようなユーザ装置に対して提供する。このようにして、移動端末は、割り当
てを検出したサブフレームに先行するサブフレームにおける割り当てが見逃されているか
どうかを確認し得る。端末は、サブフレームの最後で割り当てを見逃すかもしれないので
、割り当てが検出された最後のＤＬサブフレームに関連付けられた制御チャネルリソース
を選択してもよい。これは、端末がいわゆるバンドリングウインドウの最後で割り当てを
見逃したかどうかを、基地局が検出するのを可能にする。
【００３６】
　実施形態は、単一のＵＬサブフレームに関連付けられたサブフレームのセット内の、以
前にスケジュールされた割り当てについての知識を第１の通信デバイスに提供する、第２
の通信デバイスにおける方法と、この方法を実行するように構成された第２の通信デバイ
スとに関する。実施形態はまた、ＤＬスケジューリング割り当てを検出した最後のＤＬサ
ブフレームに関連付けられたアップリンク制御チャネルを使用する、第１の通信デバイス
における方法と、この方法を実行するように構成された第１の通信デバイスとにも関する
。前述の知識を用いて、第１の通信デバイスは、適切にＡＣＫ／ＮＡＫを送信する。上の
例では、第１の通信デバイスが１番目のサブフレームでデータを受信することになってい
たと２番目のサブフレームから知った場合、第１の通信デバイスは、２番目のサブフレー
ムの中の制御チャネルに関連付けられたリソースでＡＣＫではなくＮＡＫを伝えるか、ま
たは割り当てを見逃したことを伝えるために恐らく全く応答しないであろう。上の例では
、端末に２つの連続するサブフレームの中でリソースが割り当てられていて、端末が２番
目の割り当てを見逃した場合、端末は２番目のサブフレームでなく１番目のサブフレーム
に関連付けられたリソースで応答するので、端末が２番目の割り当てを見逃したことを基
地局は検出し得る。
【００３７】
　図１は、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおけるハーフ無線フレームを示している。継続期間１０ｍｓ
のＥ－ＵＴＲＡＮの無線フレームが１０のサブフレームＳＦに分割されており、各サブフ
レームは１ｍｓの長さである。１０ｍｓ無線フレームのそれぞれは、継続期間５ｍｓの２
つのハーフフレームに分割され、各ハーフフレームは、５つのサブフレームＳＦ０～ＳＦ
４から成る。ＴＤＤの場合、サブフレームは特殊サブフレームであるか、またはアップリ
ンク↑もしくはダウンリンク↓に割り当てられて、すなわちアップリンク送信とダウンリ
ンク送信とは同時に起こり得ない。図示のハーフ無線フレームでは、サブフレームＳＦ２
、あるいはＳＦ２およびＳＦ３、あるいはＳＦ２、ＳＦ３およびＳＦ４がアップリンク送
信に割り当てられてもよい。
【００３８】
　１番目のサブフレームＳＦ０は、常にＤＬ送信に割り当てられる。２番目のサブフレー
ムＳＦ１は、特殊サブフレームであり、合計期間が１ｍｓである３つの特別のフィールド
、ダウンリンク部ＤｗＰＴＳ、ガード期間（ＧＰ）およびアップリンク部ＵｐＰＴＳに分
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割されている。
【００３９】
　ＤｗＰＴＳは、他のダウンリンクサブフレームと同様にダウンリンク送信に使用される
が、違いは期間が短いことである。本発明との関連では、特殊サブフレームのＤｗＰＴＳ
は通常のダウンリンクサブフレームと見なしてもよい。
【００４０】
　ＧＰは、ダウンリンクサブフレームの期間とアップリンクサブフレームの期間との間に
ガード期間を作るために使用され、アップリンク送信とダウンリンク送信との間の干渉を
避けるために様々な長さを取れるように構成されてもよく、セル半径に基づき通常選択さ
れる。
【００４１】
　ＵｐＰＴＳは、アップリンクのサウンディング基準信号に使用され、構成によっては短
いランダムアクセスプリアンブルの受信に使用される。ＵｐＰＴＳでは、データも制御信
号も送信できない。
【００４２】
　残りのサブフレームのアップリンク送信およびダウンリンク送信への割り当てに関して
、異なるやり方がサポートされており、１番目のハーフフレームと２番目のハーフフレー
ムが全く同じ構造を有する５ｍｓ周期の割り当てと、ハーフフレームが異なって編成され
る１０ｍｓ周期の割り当ての両方がある。特定の構成に関しては、２番目のハーフフレー
ムの全部がダウンリンク送信に割り当てられる。現在サポートされている構成は、５ｍｓ
周期または１０ｍｓ周期を使用する。
【００４３】
　図２は、５ｍｓ周期を使用する構成を有する無線フレームの例を示す。ＲＦ１は、２Ｄ
Ｌ（ＤｗＰＴＳを含む）と３ＵＬ（ＵｐＰＴＳを無視）の構成を備える、すなわち、ダウ
ンリンクとアップリンクの比は２／３である。同様に、ＲＦ２は、３ＤＬと２ＵＬの構成
を備える、すなわち、ダウンリンクとアップリンクの比は３／２である。ＲＦ３は、４Ｄ
Ｌと１ＵＬの構成を備える、すなわち、ダウンリンクとアップリンクの比は４／１である
。
【００４４】
　図３は、１０ｍｓ周期を使用する構成を有する無線フレームの例を示す。ＲＦ４は、５
ＤＬと５ＵＬの構成を備える、すなわち、ダウンリンクとアップリンクの比は１／１であ
る。ＲＦ５は、７ＤＬと３ＵＬの構成を備える、すなわち、ダウンリンクとアップリンク
の比は７／３である。ＲＦ６は、８ＤＬと２ＵＬの構成を備える、すなわち、ダウンリン
クとアップリンクの比は８／２である。ＲＦ７は、９ＤＬと１ＵＬの構成を備える、すな
わち、ダウンリンクとアップリンクの比は９／１である。
【００４５】
　図４は、割り当てられたＤＬサブフレームからのＡＣＫ／ＮＡＫを、ＵＬサブフレーム
における単一のＡＣＫ／ＮＡＫ報告にバンドルする一例を示す。上述のように、サブフレ
ームｎでのダウンリンク割り当てに応えるＡＣＫ／ＮＡＫは、サブフレームｎ＋ｋ、ここ
でｋ＞３で報告される。すなわち、図示の例では、ＤＬ１～ＤＬ４に対するＡＣＫ／ＮＡ
Ｋは、最も早い場合にはサブフレーム８であるＵＬサブフレームで報告される。所与のア
ップリンクサブフレームに関連付けられたダウンリンクサブフレーム数は、アップリンク
とダウンリンクのサブフレーム構成に依存し、（図６に示されているように）異なるアッ
プリンクサブフレームに対しては異なってもよい。
【００４６】
　ダウンリンク割り当てはダウンリンクサブフレームの全部について独立に行われてもよ
いので、端末は、同じ単一のアップリンクサブフレームで全部が確認応答される複数のダ
ウンリンクサブフレームにダウンリンク送信を割り当てられてもよい。従って、アップリ
ンク制御シグナリングは、複数のＤＬサブフレームでのダウンリンク送信に対する、単一
の所与のアップリンクサブフレームにおける端末からのＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックを
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、何らかのやり方でサポートする必要がある。
【００４７】
　ＦＤＤに関しては、端末は、ダウンリンクデータ送信に対して、４サブフレームという
固定された遅延の後に、ＡＣＫ／ＮＡＫで常に応答し得るのに対して、ＴＤＤに関しては
、一般にアップリンクサブフレームとダウンリンクサブフレームとの間に１対１の関係が
ない。これに関しては、上で説明した。従って、端末は、サブフレームｎでのダウンリン
ク割り当てに応えて、アップリンクサブフレームｎ＋４でＡＣＫ／ＮＡＫを常に送信する
ことはできない。これは、このサブフレームｎ＋４がアップリンク送信に割り当てられて
いないかもしれないからである。代わりに、各ダウンリンクサブフレームは、処理遅延を
最小とすることを条件として、特定のアップリンクサブフレームに関連付けられてもよい
、この意味することは、サブフレームｎでのダウンリンク送信に応えるＡＣＫ／ＮＡＫは
、サブフレームｎ＋ｋ、ここではｋ＞３、で報告されるということである。さらに、無線
フレームにおいて、ダウンリンクサブフレーム数がアップリンクサブフレーム数より多い
場合、複数のダウンリンクサブフレームに割り当てられたデータ送信に応えるＡＣＫ／Ｎ
ＡＫが、単一のアップリンクサブフレームで送信される必要があるかもしれない。所与の
アップリンクサブフレームに関して、関連付けられたダウンリンクサブフレームの数は、
アップリンクとダウンリンクのサブフレームの構成に依存し、異なるアップリンクサブフ
レームに対して異なってもよい。また、ＦＤＤに関しては、対応するダウンリンクサブフ
レームの中のダウンリンク制御チャネルに１対１のやり方で関連付けられうる、制御チャ
ネルリソースのセットが、アップリンクサブフレームの中に存在する。ＴＤＤに関しては
、類似のフィードバックリソースのセットが、関連付けられたサブフレームのセット内の
各ＤＬサブフレームに対して保留される必要がある。従って、ＴＤＤに関しては、このよ
うにアップリンクサブフレームの中により多くの制御チャネルリソースがあり、各ダウン
リンクサブフレームの中の制御チャネルは、１対１のやり方でアップリンク制御チャネル
リソースに関連していてもよい。
【００４８】
　図５は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（ＬＴＥとしても知られている）などの無線通信システム１を
表す。通信システム１はＴＤＤを使用し、第１の通信デバイスである移動端末１０と、第
２の通信デバイスである基地局２０とを備え、それらのデバイスは、２方向の伝送を分け
るためにＴＤＤを使用する無線チャネル１３を通じて互いに通信するように構成されてい
る。基地局２０は、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、または無線チャネルを通じて移動端末と
通信できる他の任意のネットワークユニットでもよい。移動端末１０は、移動電話機、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、ユーザ装置（ＵＥ）、またはＴＤＤを使用する無線チャネルを通
じて基地局と通信できる他の任意のネットワークユニットでもよい。しかし、基地局およ
び移動端末などの用語は非限定と考えるべきであり、２つの間の特定の階層的関係を特に
暗示しないと理解すべきである。一般に、「基地局」を第１の通信デバイス１０と見なし
、移動端末を第２の通信デバイス２０と見なすことができ、これら２つのデバイスが何ら
かの無線チャネルを通じて互いに通信する。本発明がＴＤＤに限定されず、ＴＤＤと類似
の伝送が可能な半二重ＦＤＤまたはＦＤＤにも適用可能であることも理解すべきである。
【００４９】
　システム１は、無線チャネルを通じてサブフレームの中のデータのトランスポートブロ
ックを送信するために、ＨＡＲＱおよびＡＣＫ／ＮＡＫバンドリングを使用する。１つの
アップリンクサブフレームに関連付けられて、ダウンリンクサブフレームが、０、１、ま
たは２以上あってもよい。１つのアップリンクサブフレームに関連付けられたダウンリン
クサブフレームのセットは、バンドリングウインドウと呼ばれ、異なるアップリンクサブ
フレームは、異なるバンドリングウインドウサイズを有してもよい。各バンドリングウイ
ンドウでは、トランスポートブロックの形態のデータが、１つまたはいくつかのダウンリ
ンクサブフレームの中で、移動端末１０に送信される。これらのパケットは、基地局のバ
ッファに格納され、次いで１つずつ移動端末１０に送信されてもよい。移動端末１０が個
別のデータパケットを正しく検出し正しく復号したという肯定応答を基地局２０が受信す
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るか、または再送信が最大回数行われるか、所定の期間が経過するまで、パケットはバッ
ファから削除されない。基地局２０は典型的には、移動端末１０から肯定応答を受信しな
い場合、移動端末１０が肯定応答するまで、または所定の期間が終了するまで、肯定応答
されていないデータパケットを再送信し、それからデータパケットを消去する。
【００５０】
　移動端末１０において見逃したＤＬ割り当てを検出する可能性を可能とするために、基
地局２０は、移動端末１０に、例えばスケジューリングコマンドすなわちＤＬ割り当ての
一部として、前の割り当てについての知識を伝える。基地局におけるＤＬ割り当て見逃し
の検出をさらに可能にするために、本発明は、ＤＬスケジューリング割り当てが検出され
た最後のサブフレームに関連付けられたアップリンク制御チャネルの使用にも関する。前
述の知識を用いて、移動端末１０は、適切にＡＣＫ／ＮＡＫを送信してもよいし、また何
も送信しなくてもよい。例えば、移動端末１０が、２番目に割り当てられたＤＬであるこ
とを示す割り当てられたＤＬの制御情報を読み取り、１番目のＤＬ割り当てを検出してい
ない場合、送信が首尾よく肯定応答されたと基地局が検出する確率を減らすために、移動
端末は、割り当てられたＤＬのバンドルに関してＮＡＫを送信してもよいし、また全く応
答しなくてもよい。
【００５１】
　従って、移動端末は、バンドリングウインドウ内の１つ以上のダウンリンク割り当てを
見逃した（検出に失敗した）場合、移動端末が実際に検出した割り当てを調べることによ
って、このことを判定できるであろう。端末がバンドリングウインドウ内のすべてのダウ
ンリンク割り当てを見逃した場合、またはバンドリングウインドウの最後の割り当てを見
逃した場合だけ、端末は、このことに気付かずに見逃すであろう。さらに、端末が割り当
てを検出した最後のサブフレームに関連付けられたリソースを使用するので、割り当てが
検出された最後のサブフレームの後のいずれかのサブフレームで端末が割り当てを見逃し
たかどうかを、基地局は検出し得る。
【００５２】
　図６は、バンドリングウインドウがどのように定められるかの一例として、異なるアッ
プリンク（ＵＬ）：ダウンリンク（ＤＬ）の構成を示す。図６では、アップリンクサブフ
レームは上向き矢印で示され、ダウンリンクサブフレームは下向き矢印で示され、ＤｗＰ
ＴＳ－ＧＰ－ＵｐＰＴＳサブフレームは、下向き矢印と上向き矢印の両方を備える。例で
は、関連付けられたダウンリンクサブフレーム数Ｋは、異なるアップリンクサブフレーム
に対して異なり、また異なる非対称性に対しても異なる。１番目の無線フレームＲＦ３は
、１０のサブフレームＳＦ０～ＳＦ９を備えるものとして示されており、構成は５ｍｓ周
期を用いて行われている。無線フレームＲＦ３の４ＤＬ：１ＵＬ構成に関して、各ハーフ
フレームの中のアップリンクサブフレームＵＬ１は、４つのダウンリンクサブフレーム（
Ｋ＝４）に関連付けられ、最後の受信とＵＬとの間に少なくとも３ｍｓをおくために、Ｄ
ＬのＳＦ４～ＳＦ６およびＳＦ８は、ＵＬに割り当てられたＳＦ２で報告される。同様に
、ＤＬのＳＦ９、ＳＦ０、ＳＦ１およびＳＦ３は、ＵＬに割り当てられたＳＦ７で報告さ
れる。
【００５３】
　無線フレームＲＦ２の３ＤＬ：２ＵＬ構成に関して、各ハーフフレームにおける１番目
のアップリンクサブフレームは、２つのダウンリンクサブフレーム（Ｋ＝２）に関連して
いるのに対して、２番目のアップリンクサブフレームは、１つのＤＬサブフレーム（Ｋ＝
１）に関連している。
【００５４】
　図６を参照すると、各ＤＬサブフレームの中のＤＬ割り当てを伝えてもよいＤＬ制御チ
ャネルのそれぞれが、特定のＵＬ制御チャネルリソースに関連付けられている。
【００５５】
　Ｋ個のＤＬサブフレームに対するＡＣＫ／ＮＡＫが単一のＵＬサブフレームにバンドル
され、ＤＬサブフレーム１からＤＬサブフレームｍまでの番号を付けられている場合を考
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える。ＤＬサブフレームｎでは、基地局が、（スケジューリングコマンドの一部として）
前にスケジュールされたＤＬサブフレーム数を端末に伝える。ＤＬサブフレームｍでは、
前にスケジュールされる最大可能サブフレーム数はｍ－１である。
【００５６】
　もう少し具体的に言うと、バンドリングウインドウの１番目のＤＬサブフレームｍ＝１
では、前にスケジュールされたサブフレームはあり得ない。バンドリングウインドウの２
番目のＤＬサブフレームｍ＝２では、前にスケジュールされたサブフレーム数は０かまた
は１であってもよい。バンドリングウインドウの３番目のＤＬサブフレームｍ＝３では、
前にスケジュールされたサブフレーム数は０、１または２であってもよい等である。代わ
りとしては、前にスケジュールされたＤＬサブフレーム数は伝えられず、ＵＥにスケジュ
ールされた最後のサブフレームの番号が伝えられる。
【００５７】
　サブフレームのナンバリング(numbering)は、以下に示すやり方などの、いくつかのや
り方で再出発されてもよい。
　・無線フレームまたはハーフフレームの始まり。
　・バンドリングウインドウと呼ばれるＤＬサブフレームのグループのそれぞれの始まり
。
【００５８】
　Ｄ個のＤＬサブフレームおよびＵ個のＵＬサブフレームの場合に関して、Ｄ個のサブフ
レームはバンドリングウインドウと呼ばれるｍｉｎ（Ｕ，Ｄ）個のグループに分割される
。ＵＬサブフレームよりＤＬサブフレームが多い場合に関しては、この意味することは、
Ｕ個のグループが有り、ＵＬサブフレームｕと関連付けられたＫＵ個のＤＬサブフレーム
を各グループは有し、ＫＵ個のそれぞれのＤＬサブフレームはｕ＝１，２，…ＫＵと番号
を付けられていることである。この場合、関連付けられたＤＬサブフレームのグループの
それぞれに対して、すなわち各バンドリングウインドウに対して、ナンバリングが再出発
されてもよい。
【００５９】
　ＵＥは、各ＤＬサブフレームの中のＤＬ割り当ての復号を試みるだろうから、それ故、
ＤＬサブフレームのグループの間で検出されたＤＬ割り当ての数を常に知り得る。ＵＥが
ＤＬ割り当てを受信した各ＤＬサブフレームに対して、ＵＥは、ＤＬ割り当てをいくつ受
信したかを数えるカウンタの値を増やしてもよい。ＵＥはさらに、伝達された、前にスケ
ジュールされたＤＬサブフレーム数を比べてもよく、それをＵＬの受信したＤＬサブフレ
ームのカウンタと比べてもよい。このようにして、ＵＥは、自装置がＤＬ割り当てを見逃
しているかどうかを検出する。
【００６０】
　次いで、バンドリングの場合に関しては、移動端末は、自装置が何れかのＤＬサブフレ
ームを見逃していたと検出した場合、ＮＡＫを送信するなどの適切な措置を取る。
【００６１】
　代替形態は、端末が基地局に報告を全く送信しないことである。基地局は、端末がフィ
ードバックを全く送信しなかったことを検出し、端末がその割り当ての１つ以上を見逃し
たと結論を下すことができる。この場合、この端末のフィードバックは、端末がバンドリ
ングウインドウの中のすべてのダウンリンク割り当てを見逃す場合と似ている。
【００６２】
　各ＤＬサブフレームの中で割り当てを伝える各ＤＬ制御チャネルは、アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）のＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックリソースに関連付けられている
。移動端末は、最後に正しく検出したＤＬ割り当てのフィードバックリソースを使用する
であろう。ＵＥが割り当ての検出後にＤＬ割り当てを見逃した場合、ＵＥは、検出した最
後のＤＬ割り当てに関連付けられたフィードバックリソースを使用するであろう。
【００６３】
　基地局は、ＵＥがすべての割り当てを受信すると想定してもよいので、最後のＤＬ割り
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当てに関連付けられているフィードバックリソースをまず聴取し、このリソースを使用し
て何も送信されなかったことを検出すると、バンドリングウインドウの終わりにおいて少
なくとも１つの割り当てが見逃されたと結論を下し、適切な措置を取るであろう。基地局
は、先行するＤＬ割り当てに関連付けられたフィードバックリソースをさらに後戻りして
、ＵＥがそのリソースで何かを送信したかどうかを調べることを繰り返してもよい。しか
し、これは基地局の任意的なステップである。
【００６４】
　シグナリングの一例が、図７に与えられている。バンドリングウインドウの中のＤＬサ
ブフレーム数は、図示の例では、２および３、すなわちＫ＝２およびＫ＝３が用いられて
いる。矢印が下を向いている縞のサブフレームは、端末にＤＬリソースが割り当てられた
ＤＬサブフレームを表す。割り当てられたＤＬのそれぞれは、ＤＬバンドル内でＤＬ割り
当てがされた、前のサブフレーム数ｋの情報を備える。すなわち、割り当てを有しかつｋ
＝０のＤＬサブフレームは、ＤＬ割り当てがされた１番目のサブフレームであり、ｋ＝１
を有するＤＬサブフレームにおける割り当ては、ＤＬ割り当てがされた２番目のサブフレ
ームである。従って、ｋは、ＤＬバンドリングウインドウ内で前に割り当てられた割り当
てがされたＤＬサブフレームの数を示す。
【００６５】
　３つのＤＬすなわちＫ＝３の例では、ＤＬ割り当てがされた、前のサブフレーム数は、
情報ｋ、ｋ＝０～２で示されており、ここで、例えばｋ＝２は、前の２つのＤＬサブフレ
ームが、移動端末へのＤＬ割り当てを有していたことを示す。
【００６６】
　図８では、見逃がされたダウンリンク割り当ての検出例の概観図が示されている。ダウ
ンリンク割り当てが、基地局、ｅＮｏｄｅＢまたは同種のものなどの第２の通信デバイス
から、ＵＥ、端末または同種のものなどの第１の通信デバイスへ送信される。例では、Ｋ
＝４についての、ＤＬ割り当てがされた前のＤＬサブフレーム数のシグナリングを示す。
【００６７】
　白のＤＬサブフレームは、ＵＥに対する割り当てを有さないサブフレームである。斜め
縞のＤＬサブフレームは、ＵＥに対するＤＬ割り当てがされたサブフレームで、かつＵＥ
が割り当てを検出したサブフレームである。
【００６８】
　横縞のＤＬサブフレームは、ＵＥに対するＤＬ割り当てがされたサブフレームだが、Ｕ
Ｅが割り当てを検出しなかったサブフレームである。
【００６９】
　８Ａの場合、ＵＥは、ダウンリンクサブフレームＤＬ１およびＤＬ３において割り当て
を検出する。ＤＬ３が受信した最後に割り当てられたＤＬであるので、ＵＥは、ＤＬ３の
ＵＬリソースでＡＣＫを送信する。前に割り当てられたＤＬサブフレームの数値は、ＤＬ
３においてｋ＝１と示されている。ここで、復号中にＵＥが割り当てられたＤＬサブフレ
ームの中のデータの誤りを検出した場合、ＵＥは、ＤＬ３に関連付けられたＵＬで、代わ
りにＮＡＫを送信することに、注意すべきである。
【００７０】
　８Ｂの場合、ＵＥは、ＤＬ１における割り当てを見逃し、ＤＬサブフレームＤＬ３にお
ける割り当てだけを検出する。ＵＥは、ＤＬ３が割り当てがされた２番目のサブフレーム
であることを示すｋ値を読み取るので、ＵＥは前のＤＬサブフレームにおける割り当てを
見逃したと判定し、ＤＬ３のＵＬリソースでＮＡＫを送信するか、または全く何も送信し
ない、つまりいわゆる間欠伝送ＤＴＸを行う。前に割り当てられたＤＬの数値は、ＤＬ３
にｋ＝１と示されている。
【００７１】
　８Ｃの場合、ＵＥは、割り当てられたダウンリンクＤＬ１およびＤＬ２を検出する。し
かし、ＵＥは、サブフレームＤＬ３における割り当てを検出しそこなう。ＤＬ２が、ＵＥ
がＤＬ割り当てを検出した最後のサブフレームなので、ＵＥは、バンドルに割り当てられ
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たアップリンクサブフレーム中にあり、かつＤＬ２に関連付けられたリソースでＡＣＫま
たはＮＡＫを送信する。この場合、基地局は、ＡＣＫまたはＮＡＫをＤＬ２のＵＬリソー
スで受信したので、ＵＥがＤＬ３を見逃したことを検出し、少なくともＤＬ３に割り当て
られたデータを再送信してもよい。ここで、ＵＥが復号中に、割り当てられたＤＬサブフ
レームのいずれかの中で誤りを検出した場合、ＤＬ２のＵＬリソースで代わりにＮＡＫを
送信してもよいことにも注意すべきである。前に割り当てられたＤＬの数値は、ＤＬ２に
ｋ＝１と示され、ＤＬ３にｋ＝２と示されている。
【００７２】
　８Ｄの場合、ＵＥは、割り当てられたダウンリンクＤＬ１およびＤＬ２、ｋ＝０および
ｋ＝１を検出する。しかし、ＵＥは、割り当てられたＤＬ３を検出しそこなう。次いでＵ
Ｅは、割り当てられたダウンリンクＤＬ４を検出する。ＵＥは、ｋ＝３と示されているＤ
Ｌ４における前に割り当てられたＤＬ数値を読み取るので、この値を前に受信した割り当
てられたＤＬと比べ、値が異なることを検出する、すなわちＵＥはｋ＝２を予想している
。すなわち、ＵＥは、ＤＬ割り当てがされた、前のサブフレームを２つ受信しており、Ｄ
Ｌ４の数値は、ＤＬのバンドルの中の前の３つのＤＬサブフレームがＵＥへのＤＬ割り当
てがされたことを示す。この場合、ＵＥは、ＤＬ４のＵＬリソースでＮＡＫを送信しても
よいし、また全く何も送信しなくてもよい、つまりＤＴＸでもよい。
【００７３】
　第２の通信デバイスは、制御チャネルを通じて、第１の通信デバイスに対するダウンリ
ンク割り当てがされたサブフレームの表示を送信する。割り当てがされた前にスケジュー
ルされた／割り当てられたサブフレーム数の表示を加えることによって、端末は、自端末
がサブフレームにおける割り当てを見逃したことを検出し得るので、誤り検出が改善され
る。表示は、例えば、「これは第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた
３番目のサブフレームである」というようなダウンリンクサブフレームの順番、バンドリ
ングウインドウの中の、前のサブフレームのいくつが第１の通信デバイス向けのダウンリ
ンク割り当てを含んでいたかの数、巡回冗長検査ＣＲＣ、バンドルの中の順序を示す値、
バンドルの中のサブフレームの順序を示すＣＲＣ多項式、および／または同種のものを備
える。
【００７４】
　前にスケジュールされたＤＬサブフレーム数を示す異なるやり方は、明示的なシグナリ
ングの使用するのではなく、数（または最後にスケジュールされたＤＬサブフレームの位
置）を暗に伝えることである。
【００７５】
　ダウンリンク制御チャネルを首尾よく復号した後に、端末は、物理ダウンリンク共用チ
ャネルＰＤＳＣＨに割り当てられたリソースを復号する。復号が成功だったかどうかを調
べるために、ＵＥは、復号後にＣＲＣをチェックする（ＣＲＣは送信前にトランスポート
ブロックに添付されている）。ＣＲＣチェックの成功は、非常に高い確率で復号が成功し
ていることを示す。
【００７６】
　物理ダウンリンク共用チャネルＰＤＳＣＨのＣＲＣを生成するために使用される多項式
は、ＬＴＥではすべてのＵＥおよびセルに共通であり、２４ビット長である。ＤＬ割り当
てがされた、前のサブフレーム数（またはＤＬ割り当てがされた最後のサブフレームの位
置）を暗に伝える１つの可能性は、スケジュールされたＤＬサブフレーム数が異なる場合
に異なるＣＲＣ多項式を使用することである。例えば、１番目にスケジュールされたＤＬ
サブフレームは、多項式１で生成されたＣＲＣがそれに添付されており、２番目にスケジ
ュールされたＤＬサブフレームは、多項式２で生成されたＣＲＣがそれに添付されており
、以下同様である。
【００７７】
　すべてのサブフレームに対して共通のＣＲＣ多項式を使用するが、前にスケジュールさ
れたサブフレーム数（または最後にスケジュールされたサブフレームの位置）に依存する
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シーケンスを用いて、計算されたＣＲＣをスクランブルまたはマスクすることも可能であ
り、かつ好ましい。端末は、すべての可能なＣＲＣ多項式（またはすべての可能なスクラ
ンブリングシーケンス）を用いてＣＲＣを計算し、首尾よく確認できるＣＲＣ多項式（ま
たはスクランブリングシーケンス）から、前にスケジュールされたサブフレーム数（また
は最後にスケジュールされたサブフレームの位置）が導出されうる。この情報を受信した
最新のＤＬサブフレームと比較することにより、ＤＬサブフレームが見逃されているか否
かが分かる。ＤＬサブフレームが見逃されている場合、例えばＡＣＫ／ＮＡＫバンドリン
グの場合にＮＡＫを送信するなどの、適切な措置が取られてもよい。
【００７８】
　すべてのＤＬサブフレームに対してすべてのＣＲＣ多項式またはスクランブリングシー
ケンスをチェックする必要はない。ＤＬサブフレーム１では、前のＤＬサブフレームが存
在しないので、１つのＣＲＣ多項式またはスクランブリングシーケンスだけがチェックさ
れればよく、ＤＬサブフレーム２では、２つのＣＲＣ多項式またはスクランブリングシー
ケンスだけがチェックされればよく、以降も同様である。
【００７９】
　ＰＤＳＣＨで複数のＣＲＣを使用する代わりに、同じ原理をダウンリンク制御チャネル
ＰＤＣＣＨに適用することも可能である。この場合、ペイロードでなく制御情報が、異な
るＣＲＣ多項式で保護されるか、または計算されたＣＲＣが異なるスクランブリングシー
ケンスでスクランブルされる。しかし、ＰＤＣＣＨで使用されるＣＲＣサイズは短いので
、ＣＲＣチェックの誤通過の可能性の増加が目立つようになる。
【００８０】
　前にスケジュールされたＤＬサブフレーム数を暗にシグナリングすることにより、余分
のビットをそれ以上ダウンリンク制御チャネルで伝える必要がなく、カバレッジに影響を
及ぼさない。
【００８１】
　図９は、第２の通信デバイスと第１の通信デバイスとの間で制御情報を送信する、シグ
ナリングスキームと方法スキームを合成した概略図を示す。
【００８２】
　図示の例では、第１の通信デバイスがユーザ装置ＵＥ１０を備え、第２の通信デバイス
がｅＮｏｄｅＢ２０を備える。
【００８３】
　ステップＳ１では、ｅＮｏｄｅＢ２０が、無線フレームのダウンリンクサブフレームの
少なくとも一部をＵＥ１０に割り当てるべきかどうか、サブフレームをＵＥに割り当てて
もよいかどうか、サブフレームを同じまたは別の無線フレームのＵＬサブフレームに関連
付けてもよいかどうか、のうち少なくとも１つを決定する。決定／スケジューリングは、
典型的にはサブフレーム毎に行われてもよい。ｅＮｏｄｅＢ２０およびＵＥは、複数のダ
ウンリンクサブフレームの受信フィードバックが単一のメッセージにバンドルされ、各ア
ップリンク－ダウンリンク構成に対して予め定められたルールに従って送信される、アッ
プリンクサブフレームをも決定する。
【００８４】
　ＤＬサブフレームのセット内の各ＤＬサブフレームに対して、ｅＮｏｄｅＢのスケジュ
ーラがリソースを割り当てる。次いでｅＮｏｄｅＢは、第１の通信デバイスに割り当てら
れた以前のＤＬ割り当てがされたサブフレーム数を継続的に示すインジケータを、各ダウ
ンリンクサブフレームの制御情報に付加する。
【００８５】
　ステップＳ２では、ｅＮｏｄｅＢ２０が、例えば共用チャネルと、制御チャネルと、同
種のものとのうちの少なくとも１つであるような物理ダウンリンクチャネルで、ＵＥ１０
に、インジケータを有するダウンリンクを備える無線フレームを送信する。
【００８６】
　ステップＳ１およびＳ２は、バンドリングウインドウ内の各ＤＬサブフレームに対して
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繰り返される。
【００８７】
　ステップＳ３では、ＵＥ１０が、無線フレームのサブフレームを受信し、そのサブフレ
ームを復号し分析して、ＤＬ割り当てがされたサブフレームを検出する。ＵＥ１０が、Ｄ
Ｌ割り当ての検出数を常に知り得て、対応するトランスポートブロックの復号の結果とな
るＡＣＫ／ＮＡＫを連結することを期待されているので、ｅＮｏｄｅＢ２０は、関連する
ＤＬサブフレームのセット内の割り当てられたＤＬサブフレーム数を示す情報をＵＥ１０
に提供すれば十分である。より具体的には、各ＤＬ割り当てにおいて、ｅＮｏｄｅＢ２０
は、ＤＬ割り当てがされた、前のサブフレーム数についての情報を提供し得る。典型的に
は、検出されたＤＬ割り当てを含む最後のＤＬサブフレームの後に、ＤＬ割り当ての伝達
数を、受信し検出したＤＬ割り当て数と比較することによって、ＵＥ１０は、自装置が１
つまたはいくつかの割り当てを見逃していることを検出し得る。代替形態では、少しオー
バヘッドが多くなるが、以前にＵＥ１０がどのＤＬサブフレームにリソースを割り当てら
れたかについて、ｅＮｏｄｅＢ２０はＵＥ１０に通知する。
【００８８】
　ダウンリンク割り当てがされた、前のサブフレームの履歴は、明示的に制御情報の一部
として一連番号を使用することと、様々な多項式のＣＲＣと、様々にスクランブル／マス
クされたＣＲＣと、のうちの少なくとも１つによって、示されてもよい。
【００８９】
　さらに、ステップＳ４では、ＵＥ１０が、復号と、以前に割り当てられたＤＬサブフレ
ーム数の読み取りと、の少なくとも一方に応じて、ＡＣＫ／ＮＡＫを送信する。復号が上
手くゆき、以前に割り当てられたＤＬサブフレーム数が予想した連番を示す場合、ＵＬサ
ブフレームのリソースでＡＣＫが送信される。アップリンク制御チャネルリソースは、Ｕ
Ｅ１０への割り当てが検出された複数のダウンリンクサブフレーム内の、ＤＬ割り当てが
検出された最後のＤＬサブフレームに関連する。
【００９０】
　しかし、復号に失敗する場合、以前に割り当てられたＤＬサブフレーム数が予想した連
番とは異なる場合、及びこの双方である場合には、ＵＬサブフレームのリソースでＮＡＫ
が送信されるか、または応答が全く送信されない。
【００９１】
　ステップＳ５では、ｅＮｏｄｅＢ２０が、ＵＥ１０からフィードバックＡＣＫ／ＮＡＫ
／ＤＴＸを受信する。ｅＮｏｄｅＢ２０は、複数の割り当てられたＤＬサブフレームのう
ち、ＤＬ割り当てがされた最後のＤＬサブフレームに関連するアップリンクのリソースを
少なくともチェックする。
【００９２】
　ステップＳ６では、ｅＮｏｄｅＢが、ＵＥ１０にデータを再送信してもよい。例えば、
ＡＣＫが受信された場合、ｅＮｏｄｅＢ２０は、ＵＥ１０に新しいデータの送信を続ける
。ＮＡＫが受信された場合、ｅＮｏｄｅＢ２０は、複数のＤＬサブフレームまたは無線フ
レームを再送信する。
【００９３】
　ＵＥ１０に割り当てられた最後のＤＬサブフレームに関連するＵＬのリソースでフィー
ドバックが受信されない場合、ｅＮｏｄｅＢ２０は、割り当てられた最後のＤＬサブフレ
ームの前のＤＬに関連する、ＵＬサブフレームの中の次のリソースをチェックする。この
リソースでＡＣＫまたはＮＡＫが受信される場合、ｅＮｏｄｅＢは、ＵＥ１０が割り当て
られた最後のＤＬサブフレームを見逃しただけだと知り、最後のＤＬサブフレームだけを
再送信する。フィードバックが受信されない場合、ｅＮｏｄｅＢは、同様にＵＬサブフレ
ームの前のリソースをチェックし、これが続けられる。
【００９４】
　図１０では、第２の通信デバイスにおける方法の概略図が示されている。
【００９５】
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　この方法は、第１の通信デバイスに向けてのダウンリンクＤＬ割り当てがされたサブフ
レームで、制御情報およびデータを送信するためでのものある。少なくとも１つのダウン
リンクサブフレームを有する無線フレームのサブフレームが、無線チャネルを通じて第１
の通信デバイスに送信されてもよい。この方法は、第１の通信デバイスに向けてのＤＬ割
り当てがされた各サブフレームに対して繰り返し実行されてもよい。
【００９６】
　ステップＢ２では、第２の通信デバイスが、第１の通信デバイスに向けてのＤＬ割り当
てがされた、前のサブフレームについての知識を提供するインジケータを、サブフレーム
の制御情報に付加する。いくつかの実施形態では、単一のＵＬサブフレームに関連付けら
れたＤＬサブフレームのセットを備えるバンドリングウインドウが設けられ、そのサブフ
レームは、制御情報において、サブフレームのバンドリングウインドウ内に含まれる。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイスに向けてのＤＬ割り当
てがされた、前のサブフレーム数を示し、一連番号と同種のものとの少なくとも一方であ
るような数的指示を示す少なくとも１ビットを備えてもよい。例えば、インジケータは、
ＤＬサブフレームが２番目に割り当てられたＤＬであることを示す数（序数）であっても
、バンドリングウインドウ内の現在のサブフレームまでに対応するＰＤＣＣＨに割り当て
られたＰＤＳＣＨ送信の累積数を示しても、直前に割り当てられたＤＬサブフレームを示
す数であっても、同種のものであってもよく、これらのうちの１つ以上であってもよい。
この結果、前のサブフレームについての知識が提供される。
【００９８】
　ステップＢ４では、第２の通信デバイスが、第１の通信デバイスに、割り当てられたダ
ウンリンクサブフレームとともに制御情報を送信する。これは、サブフレーム毎に行われ
てもよい。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、第２の通信デバイスが、第１の通信デバイスに複数のダウン
リンクサブフレームを割り当ててバンドリングウインドウを形成し、複数のダウンリンク
サブフレームに対する受信フィードバックは、第１の通信デバイスにおいて単一のＡＣＫ
／ＮＡＫフィードバックメッセージにバンドルされるように構成される。
【０１００】
　任意的なステップＢ６では、次いで第２の通信デバイスが、受信フィードバックである
単一のＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージに関して、複数の割り当てられたダウン
リンクサブフレームに割り当てられたアップリンクサブフレームのアップリンクリソース
をチェックすることによって、制御情報またはデータが受信されているか否かを判定して
もよい。１番目のアップリンクリソースは、複数の割り当てられたダウンリンクサブフレ
ームの中の最後に割り当てられたダウンリンクサブフレームに関連する。
【０１０１】
　任意的なステップＢ８では、最後に割り当てられたダウンリンクサブフレームのアップ
リンクリソースが受信フィードバックを備えていない場合、第２の通信デバイスが、単一
のＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージを探して、最後に割り当てられたダウンリン
クサブフレームの前に割り当てられたダウンリンクサブフレームに関連する２番目のアッ
プリンクリソースをチェックする。このステップは、受信フィードバックが検出されるか
、または割り当てられたダウンリンクサブフレームに関連するリソースが残っていなくな
るまで、複数の割り当てられたダウンリンクサブフレームを通して続けられてもよい。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、単一のＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージがアップリ
ンクリソースで検出されない場合、少なくとも１つのダウンリンク割り当てが見逃がされ
ていると判定される。従って、送信が検出されない場合、制御情報が受信されていないと
判定されてもよい。
【０１０３】
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　いくつかの実施形態では、単一のＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージの中のＡＣ
Ｋが、制御情報が適切に受信されたことを示し、ＮＡＫが、サブフレームの復号の失敗と
、ダウンリンク割り当ての見逃しとの少なくとも一方を示す。
【０１０４】
　ステップＢ６およびＢ８に対する代替ステップは、ダウンリンク割り当てに関連付けら
れたすべてのアップリンクリソースをチェックして、第１の通信ノードがどのリソースを
最も使いそうかを決定し、このリソースのＡＣＫ／ＮＡＫまたはＤＴＸフィードバックを
チェックすることである。
【０１０５】
　任意的なステップＢ１０では、第２の通信デバイスが、アップリンクサブフレームのリ
ソースのチェック結果に基づき、割り当てられたダウンリンクサブフレームの再送信を決
定する。例えば、第２の通信デバイスは、最後の隣のＤＬサブフレームに関連付けられた
リソースの中でＡＣＫを検出することによって、第１の通信デバイスが最後に割り当てら
れたＤＬサブフレームを見逃したことを検出し、最後に割り当てられたＤＬサブフレーム
だけを再送信する。
【０１０６】
　いくつかの実施形態ではインジケータは、サブフレームが、複数のサブフレーム（バン
ドリングウインドウ）のうち第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた複
数のサブフレームのうちのどの番号を備えるかを示し、この番号は例えば序数と、累積数
と、同種のものとのうちの少なくとも１つである。ナンバリングは、複数のサブフレーム
（バンドリングウインドウ）毎に再開してもよい。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、例えば一連番号と同種のものとの少なくと
も一方である数的指示を示す少なくとも１ビットを備えることによって、第１の通信デバ
イス向けのダウンリンク割り当てがされた、前のサブフレームの数を示す。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイス向けの割り当てがされ
た、前のサブフレームのサブフレーム番号を示す。この場合、第１の通信デバイスは、指
示されたサブフレームの中でダウンリンク割り当てを受信しているかどうかをチェックし
てもよい。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、制御チャネル上でのダウンリンク割り当て
の一部として構成される。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、例えば物理ダウンリンク共用チャネルＰＤ
ＳＣＨと、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨと、同種のものとのうちの少なくと
も１つであるような物理ダウンリンクチャネルＰＤＣＨ上の、割り当てられたサブフレー
ムに対して、巡回冗長検査ＣＲＣを生成する多項式を使用して、第１の通信デバイス向け
のダウンリンク割り当てがされた、前のサブフレーム数を示す。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた、
前のサブフレームのインジケータが、巡回冗長検査ＣＲＣのスクランブル／マスクから生
成された巡回冗長検査値を備える。ＣＲＣは、例えば物理ダウンリンク共用チャネルＰＤ
ＳＣＨと、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨと、同種のものとのうちの少なくと
も１つであるような物理ダウンリンクチャネルＰＤＣＨ上の、割り当てられたサブフレー
ムに対する多項式を用いて生成される。スクランブル／マスクは、前にスケジュールされ
て割り当てられたサブフレーム数に依存し、第１の通信デバイスが、データを復号してイ
ンジケータを取り出す。
【０１１２】
　例えば、１番目にスケジュールされたＤＬサブフレームは、添付されている多項式１で
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生成されたＣＲＣを有し、２番目にスケジュールされたＤＬサブフレームは、添付されて
いる多項式２で生成されたＣＲＣを有し、以降も同様である。従って、ＣＲＣを復号する
受信デバイスは、どの多項式でＣＲＣを生成したかが分かり、それ故、前に割り当てられ
たＤＬサブフレーム数が分かるであろう。
【０１１３】
　この方法を実行するために、第２の通信デバイスが提供される。
【０１１４】
　図１１では、第２の通信デバイス２０の概観図が示されている。
【０１１５】
　第２の通信デバイスは、基地局、ｅＮｏｄｅＢ、ＮｏｄｅＢ、ＵＥ、同種のもののうち
少なくとも１つを備えてもよい。
【０１１６】
　第２の通信デバイス２０は、無線チャネルを通じて、無線フレームうちの第１の通信デ
バイス向けのダウンリンク割り当てがされたサブフレームで、第１の通信デバイスに対し
て制御情報およびデータを送信するように構成される。
【０１１７】
　第２の通信デバイス２０は、制御ユニット２０１を備え、制御ユニット２０１は、第１
の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた、前のサブフレームについての知識
を第１の通信デバイスに提供するように構成されたインジケータを、サブフレームの制御
情報に付加するように構成される。
【０１１８】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、一連番号と同種のものとのうちの少なくと
も一方のような数的指示を示す少なくとも１ビットを備えることによって、第１の通信デ
バイス向けのダウンリンク割り当てがされた、前のサブフレーム数を示してもよい。イン
ジケータは、１番目、２番目、３番目、および同種のもののうちの少なくとも１つである
ような序数でもよい。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割
り当てがされた、前のサブフレーム数を暗に示してもよい。これは、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣ
ＣＨ、及び同種のもののうちの少なくとも１つのようなＰＤＣＨにおいて割り当てられた
サブフレームに対して、ＣＲＣを生成する多項式を使用して行われてもよい。第１の通信
デバイスに割り当てられた、前のサブフレームのインジケータは、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣ
Ｈ、及び同種のもののうちの少なくとも１つのようなＰＤＣＨにおいて割り当てられたサ
ブフレームについての、多項式のスクランブル／マスクから生成された巡回冗長検査値を
備えてもよい。スクランブル／マスクは、第１の通信デバイスに割り当てられた、前のサ
ブフレーム数に依存し、その結果、第１の通信デバイスに割り当てられた、前のサブフレ
ーム数を暗に示す。
【０１２０】
　第２の通信デバイス２０は、第１の通信デバイスに、割り当てられたダウンリンクサブ
フレームの制御情報およびデータを送信するように構成された送信装置２０５をさらに備
える。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、第２の通信デバイスが受信装置２０３を備え、１つ以上の無
線フレームは第１の通信デバイスに割り当てられた複数のダウンリンクサブフレームを備
える。複数のダウンリンクサブフレームの受信フィードバックは、第１の通信デバイスに
おいて単一のＡＣＫ／ＮＡＫメッセージにバンドルされるように構成される。従って、受
信装置（２０３）は、複数の割り当てられたダウンリンクサブフレームに割り当てられた
アップリンクサブフレームの１番目のアップリンクリソースで、第１の通信デバイスから
単一のＡＣＫ／ＮＡＫメッセージを備える受信フィードバックを受信するように構成され
る。１番目のアップリンクリソースは、複数の割り当てられたダウンリンクサブフレーム
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の中の最後に割り当てられたダウンリンクサブフレームに関連する。いくつかの実施形態
では、最後に割り当てられ受信され検出されるダウンリンクサブフレームに関連付けられ
たアップリンク制御チャネルのアップリンクリソースが、最後に割り当てられたダウンリ
ンクサブフレームから少なくとも３サブフレーム離れている。
【０１２２】
　この場合、制御ユニット２０１は、受信フィードバックを探して、複数の割り当てられ
たダウンリンクサブフレームに割り当てられたアップリンクサブフレームの１番目のアッ
プリンクリソースをチェックすることによって、制御情報とデータとの少なくとも一方を
受信しているかどうかを判定するように構成されてもよい。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、制御ユニット２０１が、最後に割り当てられたダウンリンク
サブフレームのアップリンクリソースにフィードバックがない場合、受信フィードバック
を探して、最後に割り当てられたダウンリンクサブフレームの前に割り当てられたダウン
リンクサブフレームに関連する２番目のアップリンクリソースをチェックするように構成
される。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、すべてのアップリンクリソースが、使用されたリソースを判
定するためにチェックされる。
【０１２５】
　いくつかの実施形態では、制御ユニット２０１が、単一のメッセージが否定応答ＮＡＫ
を備えることに基づき、または受信フィードバックを全く受信しないことに基づき、パケ
ットが見逃がされたかまたは首尾よく復号されなかったと判定するように構成される。
【０１２６】
　制御ユニット２０１は、いくつかの実施形態では、少なくとも１つのパケットのそのア
ップリンクリソースに関連する肯定応答ＡＣＫを備える単一のメッセージに基づき、少な
くとも１つのパケットが正しく受信されたと判定するように構成されてもよい。
【０１２７】
　いくつかの実施形態では、第２の通信デバイスが、コアネットワークとデータを送受信
するように構成されたネットワークインタフェース２０９と、自メモリに格納された方法
を実行するためにアプリケーションおよびデータを有するように構成されたメモリ部２０
７とを備える。
【０１２８】
　制御ユニット２０１は、ＣＰＵ、１つのプロセッシングユニット、複数のプロセッシン
グユニット、及び同種のもののうちの少なくとも１つを備えてもよい。
【０１２９】
　メモリ部２０７は、１つのメモリ部、複数のメモリ部、外部のメモリ部、及び内部のメ
モリ部のうちの少なくとも１つを備えてもよい。
【０１３０】
　図１２では、第２の通信デバイスから無線チャネルを通じて制御情報およびデータを受
信する第１の通信デバイスにおける方法の概観図が示されている。
【０１３１】
　ステップＣ２では、第１の通信デバイスが、無線チャネルを通じてサブフレームの少な
くとも一部を受信する。
【０１３２】
　サブフレームは１つずつ受信されるので、１つずつ処理されてもよいことに注意すべき
である。いくつかの実施形態では、第１の通信デバイスはやがて、第１の通信デバイスに
割り当てられたＤＬサブフレームのバンドルを受信する。各サブフレームの中で、単一割
り当て（制御情報）およびデータ割り当て（トランスポートブロック）が受信される。い
くつかの実施形態では、第１の通信デバイス向けの割り当てがされたサブフレームのバン
ドルが、バンドルされたサブフレームの受信／検出を確認するために使用されるアップリ
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ンクのリソースに関連付けられる。各サブフレームの各割り当ては、制御チャネルリソー
スに関連付けられており、次いで端末はこれらのリソースの１つを選択する。
【０１３３】
　ステップＣ４では、第１の通信デバイスが、例えばサブフレームの中の制御情報を読み
取ることによって、そのサブフレームが第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当て
がされたサブフレームであるかどうかを検出する。第１の通信デバイス向けのダウンリン
ク割り当てがされたサブフレームは、このサブフレームの中のリソースの一部が第１の通
信デバイスのためのデータを有することを意味する。
【０１３４】
　任意的なステップＣ６では、第１の通信デバイスが、サブフレーム内のデータを復号す
る。このステップは、ステップＣ８の後にも実行されてもよい。
【０１３５】
　ステップＣ８では、第１の通信デバイスが、自デバイス向けのダウンリンク割り当てが
されたサブフレームを検出し、そのサブフレームに関連付けられたインジケータを分析す
ることによって、そのサブフレームの前に第２の通信デバイスから送信されたデータに対
する少なくとも１つのダウンリンク割り当てが見逃がされているかどうかを判定する。こ
のインジケータは、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた、前のダウ
ンリンクサブフレームについての知識を与える。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、第１の通信デバイスが複数のサブフレームを（サブフレーム
毎に１つずつ）受信し、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた複数の
サブフレームを検出する。
【０１３７】
　典型的なアプリケーションはバンドリングであり、原理上は、バンドリングウインドウ
の中の最後のサブフレームの後に、割り当てが見逃されているかどうかをチェックすれば
十分である。従って、割り当て見逃しに備えて各ＤＬサブフレームの受信後に、チェック
する必要はない。しかし、ＤＬサブフレームの見逃しを既に検出している場合を除いては
、各ＤＬサブフレームの受信後にチェックしてもよい。
【０１３８】
　任意的なステップＣ１０では、この場合、第１の通信デバイスが、複数のサブフレーム
の受信検出に応えて受信ＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックを生成するが、このＡＣＫ／ＮＡ
Ｋフィードバックは単一のバンドルＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージにバンドル
され、複数のダウンリンクサブフレームに関連付けられたアップリンクサブフレームのア
ップリンクリソースで、かつ第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた受
信し検出した最後のサブフレームに関連付けられたアップリンクリソースで、単一のバン
ドルＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージを送信する。
【０１３９】
　バンドリングウインドウ（サブフレームのバンドル）内の各ＤＬサブフレームに関して
、第１の通信デバイスは、１つまたはいくつかの制御チャネルを読み取る／復号すること
によって、第１の通信デバイスに対するダウンリンク割り当てが有るかどうかを判定して
もよい。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、無線フレームの中の最後に割り当てられ受信し検出されるダ
ウンリンクサブフレームに関連付けられたアップリンク制御チャネルのアップリンクリソ
ースが、遅延などを考慮して、最後に割り当てられたダウンリンクサブフレームから少な
くとも３サブフレーム離れている。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、ステップＣ１０が、見逃がされたダウンリンク割り当てがな
いと判定された場合に行われ、少なくとも１つのダウンリンク割り当てが見逃がされてい
たと判定された場合、フィードバックは送信されない。
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【０１４２】
　いくつかの実施形態では、ダウンリンク割り当てを受信検出した少なくとも１つのサブ
フレームの中のデータの復号に失敗したとき、ダウンリンク割り当てを見逃したと判定し
たときと、又は双方のときに、単一のバンドルＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッセージ
は、否定応答ＮＡＫを備える。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、ダウンリンク割り当てを受信検出したすべてのサブフレーム
の中のデータの復号に成功し、かつ第１の通信デバイスがダウンリンク割り当てを少しも
見逃していなかったと判定したとき、単一のバンドルＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックメッ
セージは、肯定応答ＡＣＫを備える。
【０１４４】
　言い換えると、割り当ての見逃しがない場合、第１の通信デバイス向けの割り当てがさ
れた最後のＤＬサブフレーム中の最後の制御チャネルに関連付けられたリソースを使用し
て、トランスポートブロックの復号結果に応じて、ＡＣＫまたはＮＡＫを送信する。通常
は、すべてのトランスポートブロックが正しく復号された場合、ＡＣＫが送信され、少な
くとも１つのトランスポートブロックが正しく復号されなかった場合、ＮＡＫが送信され
る。少なくとも１つの割り当ての見逃しが検出された場合、すべてのコードワード(code 
word)に対してＮＡＫが生成されて、バンドルＮＡＫが生成される（ＰＵＳＣＨでのフィ
ードバックの場合）か、または応答が送信されない／ＤＴＸとなる（ＰＵＣＣＨでのフィ
ードバックの場合）。
【０１４５】
　第２の通信デバイスは、確認が適切なサブフレームに関連付けられたアップリンクリソ
ースで受信されたか、それとも異なるサブフレームに関連付けられたアップリンクリソー
スで受信されたかに気付き、それによって、パケットを再送信すべきか否かを決定するで
あろう。
【０１４６】
　従って、第２の通信デバイスは、割り当ての見逃しが原因かもしれないＮＡＫか、それ
とも復号失敗によるかもしれないＮＡＫを（ＮＡＫが送信される場合）検出するであろう
。第２の通信デバイスは、割り当ての見逃しがＡＣＫにつながる場合を避けるために、送
信を検出しない場合、少なくとも１つの割り当てが見逃がされたことも検出してもよい。
【０１４７】
　ここで、ステップＣ６はステップＣ８の後で実行されてもよいことに注意すべきである
。すなわち、データの復号は、第１の通信デバイス向けのデータの見逃しの判定後に実行
されてもよい。従って、サブフレームを見逃したことを検出した第１の通信デバイスはデ
ータを復号する必要がなく、単にＮＡＫを送信するかまたは何も送信しない（ＤＴＸ）。
【０１４８】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割
り当てがされた複数のサブフレームのうち、サブフレームがどの番号であるのかを示し、
例えば序数、累積数、及び同種のもののうちの少なくとも１つを示す。
【０１４９】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割
り当てがされた、前のサブフレーム数を示し、一連番号と同種のもとの少なくとも一方で
あるような数的指示を示す少なくとも１ビットを備える。
【０１５０】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、制御チャネルのダウンリンク割り当ての一
部として構成される。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割
り当てがされた、前のサブフレーム数を示し、物理ダウンリンク共用チャネルＰＤＳＣＨ
、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ、および同種のもののうちの少なくとも１つ
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のような物理ダウンリンクチャネルＰＤＣＨにおいて割り当てられたサブフレームについ
ての、巡回冗長検査ＣＲＣの生成のために使用される多項式を備える。第１の通信デバイ
スは、データまたは制御情報の復号中にこの多項式を取り出す。
【０１５２】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイス向けの割り当てがされ
た、前のサブフレーム数を示し、物理ダウンリンク共用チャネルＰＤＳＣＨ、物理ダウン
リンク制御チャネルＰＤＣＣＨ、および同種のもののうちの少なくとも１つのような物理
ダウンリンクチャネルＰＤＣＨにおいて割り当てられたサブフレームについての、多項式
を用いて生成された巡回冗長検査ＣＲＣのスクランブル／マスクから生成された巡回冗長
検査値を備える。スクランブル／マスクは、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り
当てがされた、前のサブフレーム数に依存し、第１の通信デバイスは、データまたは制御
情報を復号してインジケータを取り出す。
【０１５３】
　いくつかの実施形態では、第１の通信デバイスが、インジケータをインジケータの予想
値と比べることによって、ダウンリンク割り当てが見逃がされているかどうかを判定する
。予想値は、カウンタと同種のものとの少なくとも一方から生成されてもよい。例えば、
第１の通信デバイスが前に割り当てられたＤＬサブフレームを１つ受信している場合、前
に割り当てられたＤＬサブフレーム数の予想値は「１」であり、または次に割り当てられ
たダウンリンクサブフレームの予想値は「２番目のサブフレーム」である。インジケータ
と予想値との少なくとも一方は、序数、基数、及び同種のもののうちの少なくとも１つで
もよい。
【０１５４】
　バンドリングウインドウ内の各サブフレームまたは少なくとも最後のサブフレームの後
に、インジケータを予想値と比べることによって、第１の通信デバイスは、少なくとも１
つまたはいくつかのＤＬ割り当てが見逃がされていることを検出する。
【０１５５】
　いくつかの実施形態では、第２の通信デバイスが複数のダウンリンクサブフレームを第
１の通信デバイスに割り当て、複数のダウンリンクサブフレームの受信フィードバックが
単一のメッセージにバンドルされる。ステップＣ２～Ｃ８は、バンドリングウインドウ内
の各ＤＬサブフレームに対して繰り返されてもよい。しかし、ステップＣ８は、各ＤＬサ
ブフレーム後に実行されてはならない。むしろいくつかの実施形態では、Ｃ８が、バンド
リングウインドウの中の最後のＤＬサブフレームの後に実行される。従って、これらの実
施形態では、ステップＣ２～Ｃ６のサブフレームには、バンドリングウインドウの中の最
後のサブフレームを含む。
【０１５６】
　いくつかの実施形態では、第１の通信デバイスが、少なくとも１つのダウンリンク割り
当てが見逃がされているかどうかを判定することは、第１の通信デバイス向けのダウンリ
ンク割り当てがされた複数のサブフレームのバンドリングウインドウの中の少なくとも最
後のサブフレームに対してか、または各サブフレームの後に行われる。
【０１５７】
　いくつかの実施形態では、無線チャネルが時分割複信スキームを備える。
【０１５８】
　いくつかの実施形態では、第１の通信デバイスが、自デバイス向けのダウンリンク割り
当てがされたサブフレームを見逃していると検出した場合、バンドリングウインドウ内の
それ以上のサブフレームの復号と受信との少なくとも一方を停止する。
【０１５９】
　この方法を実行するために、第１の通信デバイスが提供される。
【０１６０】
　図１３では、第２の通信デバイスから無線チャネルを通じて制御情報およびデータを受
信する第１の通信デバイスの概観図が示されている。
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【０１６１】
　第１の通信デバイスは、無線フレームのサブフレームを受信するように構成された受信
装置１０３を備える。無線フレームは、少なくとも１つのダウンリンクサブフレームを備
えてもよい。
【０１６２】
　制御ユニット１０１は、サブフレームに関連付けられたインジケータを分析することに
よって、そのサブフレームの前に第２の通信デバイスでスケジュールされて送信されたデ
ータに関する、ダウンリンク割り当てを見逃しているかどうかを判定するようにさらに構
成される。インジケータは、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされた、
前のサブフレームについての知識を提供するように構成される。
【０１６３】
　第１の通信デバイスは、例えばサブフレームの中の制御情報を読み取ることによって、
そのサブフレームが第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされているかどう
かを判定するように構成された制御ユニット１０１をさらに備える。ダウンリンク割り当
てがされている場合、制御ユニット１０１は、サブフレームに関連付けられたインジケー
タを分析することによって、そのサブフレームの前に第２の通信デバイスから送信された
データに対する少なくとも１つのダウンリンク割り当てを見逃しているかどうかを判定す
るようにさらに構成される。インジケータは、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割
り当てがされた、前のダウンリンクサブフレームについての知識を提供する。
【０１６４】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイス向けのＤＬ割り当てが
された、前のサブフレーム数を示すように構成され、一連番号と同種のものとのうちの少
なくとも一方であるような数的指示を示す少なくとも１ビットを備える。例えばサブフレ
ーム内での、対応するＰＤＣＣＨを用いて割り当てられたＰＤＳＣＨ送信の、現在のサブ
フレームまでの累積数を示す。
【０１６５】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイス向けのＤＬ割り当てが
された、前のサブフレーム数を示すように構成され、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、及び同種
のもののうちの少なくとも１つのようなＰＤＣＨの割り当てられたサブフレームについて
の、ＣＲＣを生成するために使用する多項式を備え、第１の通信デバイスが、データを復
号することによって多項式を取り出すように構成される。
【０１６６】
　いくつかの実施形態では、インジケータが、第１の通信デバイス向けのＤＬ割り当てが
された、前のサブフレーム数を示すように構成され、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、及び同種
のもののうちの少なくとも１つのようなＰＤＣＨの割り当てられたサブフレームについて
の、多項式のスクランブル／マスクから生成された巡回冗長検査値を備え、ここでスクラ
ンブル／マスクは、第１の通信デバイス向けの割り当てがされた、前のサブフレーム数に
依存し、第１の通信デバイスは、データを復号することによってインジケータを取り出す
ように構成される。
【０１６７】
　バンドリングウインドウが第１の通信デバイスに割り当てられた複数のダウンリンクサ
ブフレームを備えるいくつかの実施形態では、制御ユニット１０１が、複数のダウンリン
クサブフレームの受信フィードバックを単一のＡＣＫ／ＮＡＫメッセージにバンドルする
ように構成されてもよい。この場合、制御ユニット１０１は、アンテナまたは同種のもの
などの送信装置１０５を通じて、アップリンクリソースで、複数のダウンリンクサブフレ
ームを検出したことの確認を示す単一のＡＣＫ／ＮＡＫメッセージを送信するようにさら
に構成される。アップリンクリソースは、複数のダウンリンクサブフレームに関連付けら
れたアップリンクサブフレームの中の、無線フレームの中の最後に割り当てられ受信し検
出されるダウンリンクサブフレームに関連している。無線フレームの中の最後に割り当て
られ受信し検出されるダウンリンクサブフレームに関連付けられたアップリンク制御チャ
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リンクサブフレームから少なくとも３サブフレーム離れていてもよい。
【０１６８】
　いくつかの実施形態では、制御ユニット１０１が、最後に割り当てられ受信し検出され
るダウンリンクサブフレームの中のデータの復号に失敗したとき、パケットを見逃してい
ると判定したとき、及びこの双方のとき、否定応答ＮＡＫが送信される。いくつかの実施
形態では、少なくとも１つのダウンリンク割り当てが見逃がされているので、データを伝
える少なくとも１つのサブフレームが第２の通信デバイスから再送信される必要があるこ
とを示すために、第１の通信デバイスが送信を省略するように構成される。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、復号に成功し、第１の通信デバイスが割り当てられたダウン
リンクサブフレームのすべての意図したパケットを受信したと、制御ユニット１０１が判
定したとき、肯定応答ＡＣＫが送信される。つまり、「すべての意図したパケット」は、
第１の通信デバイスが判断した「すべて」である。
【０１７０】
　いくつかの実施形態では、第１の通信デバイスが、多項式のスクランブル／マスク、多
項式、序数、基数、サブフレーム番号、及び同種のもののうち少なくとも１つのような、
暗示的および明示的インジケータを格納するように構成されたメモリ部１０７を備え、こ
こで、制御ユニット１０１は、メモリ部１０７に格納された、インジケータとインジケー
タの予想値とを比べることによって、データパケットが見逃されているかどうかを判定す
るように構成される。予想値は、第１の通信デバイス向けのダウンリンク割り当てがされ
た受信サブフレームを数える、第１の通信デバイス内に配置されたカウンタから取り出さ
れてもよい。
【０１７１】
　制御ユニット１０１は、ＣＰＵ、１つのプロセッシングユニット、複数のプロセッシン
グユニット、及び同種のもののうちの少なくとも１つを備えてもよい。
【０１７２】
　メモリ部１０７は、１つのメモリ部、複数のメモリ部、外部メモリ部、及び内部メモリ
部のうちの少なくとも１つを備えてもよい。
【０１７３】
　いくつかの実施形態では、第１の通信デバイスが、移動電話機または同種のものなどの
ユーザ装置を備え、また第１の通信デバイスは、データを入力および出力するための、入
力装置１１１および出力装置１１０を備える。
【０１７４】
　図面および本明細書では、本発明の例示の実施形態を開示している。しかし、本発明の
原理から実質的に逸脱することなしに、これらの実施形態に、多くの変更および修正を行
い得る。従って、特定の用語が使用されているが、それらは総称的かつ説明的意味だけで
使用されており、限定のためではない。本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲に規定さ
れている。
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